
目

次

規

則

○
青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

告

示

○
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

規

則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
八
十
三
条
の
二
」
を
「
第
百
四
十
二
条
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項

第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
三
号
中
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
」
を
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化

特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
㈠
の
５
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
、
「
母
子
福
祉
施
設
」
を
「
母
子
・
父
子
福
祉
施
設
」
に
改
め
、
同
㈠
の
６
中
「
母
子
健

康
セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
㈠
の
７
中
「
第
八
条
第
二
十
五

項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
㈠
の
８
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を

「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
㈢
の
３
中
「
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十

五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
の
㈧
の
２
中
「
空
港
整
備
法
」
を
「
空
港
法
」
に
、

「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
」
に
改
め
、
同
号
の
十三
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
表
第
二
号
の
２
中
「
空
港
整
備
法
第
二
条
第
一
項
」
を
「
空
港
法
第
二
条
」
に
改
め

る
。別

表
第
二
第
一
号
の
㈦
の
３
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第

二
号
」
に
改
め
、
同
号
の
十五
中
「
母
子
福
祉
施
設
及
び
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
を
「
母
子
・
父
子
福

祉
施
設
及
び
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員
記
名

」
に
改
め
、
同

（
そ
の
一
）
の
注
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
同
様
式
の
（
そ
の
二
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員
記
名

」
に
改
め
、
同
（
そ
の
二
）
の
注
中
６
を
削
り
、
７
を
６
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「係

員
印

」
を
「係

員
記
名

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「係

員
印

」
を
「係

員
記
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
５
を

削
り
、
６
を
５
と
す
る
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「係

員
印

」
を
「係

員
記
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第466号令和４年６月１日 水曜日

第
四
百
六
十
六
号

令
和
四
年六

月
一
日

（
水
曜
日
）



告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
四
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
三
九
一
・
二
三

岩
木
川
下
流

〃

四
八
六
・
五
四

岩
木
川
上
流

〃

九
五
四
・
一
四

平
川

〃

五
四
〇
・
一
〇

浅
瀬
石
川

〃

五
六
一
・
四
七

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
一
二
・
八
六

青
森
地
区

〃

八
三
〇
・
〇
六

下
北
東
部

〃

一
、
一
三
七
・
一
八

下
北
西
部

〃

八
八
二
・
六
八

上
北
地
区

〃

一
一
一
・
四
七

七
戸
川

〃

五
六
七
・
六
〇

奥
入
瀬
川

〃

五
二
一
・
一
五

馬
淵
川
下
流

〃

七
三
九
・
〇
七

新
井
田
川

〃

一
六
四
・
四
九

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
二
・
一
三

岩
木
川
下
流

〃

二
七
六
・
〇
八

岩
木
川
上
流

〃

一
〇
・
七
〇

平
川

〃

四
一
・
八
六

浅
瀬
石
川

〃

八
六
・
三
〇

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
三
・
九
一

青
森
地
区

〃

一
七
四
・
四
八

下
北
東
部

〃

一
四
七
・
五
四

下
北
西
部

〃

一
八
・
八
三

上
北
地
区

〃

一
〇
一
・
一
四

七
戸
川

〃

〇
・
六
二

奥
入
瀬
川

〃

八
五
・
八
〇

馬
淵
川
下
流

〃

七
六
・
〇
八
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新
井
田
川

〃

〇
・
八
六

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

一
・
六
四

五
所
川
原
市

〃

五
・
七
八

む
つ
市

〃

〇
・
二
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
六
・
〇
〇

三
沢
市

〃

二
四
・
八
五

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
一
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

二
一
・
三
八

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

九
・
七
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
七
〇

八
戸
市

〃

〇
・
九
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
六
九

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
八
・
八
八

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
一
四

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
六

北
津
軽
郡
中
泊
町

〃

〇
・
〇
二

弘
前
市

〃

〇
・
二
六

む
つ
市

〃

四
・
一
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
七
八

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

三
沢
市

〃

四
・
三
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
九
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
四

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
五
・
〇
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
四

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

青
森
市

〃

一
・
七
四

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
五
・
九
八

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

む
つ
市

〃

三
一
・
〇
〇
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下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

十
和
田
市

〃

二
・
〇
一

三
沢
市

〃

三
・
二
四

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
九
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
九
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

八
戸
市

〃

一
・
〇
〇

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

六
・
六
四

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
七
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
九
・
一
四

南
部
地
区

〃

九
三
・
五
二

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）4青 森 県 報 第466号令和４年６月１日 水曜日

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

久
栗
坂
造
道

線

青
森
市
東
造
道
三
丁
目
二
一
の
一
か
ら

青
森
市
東
造
道
三
丁
目
二
一
の
一
ま
で

前

一
五
・
九
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
一
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル

後

一
五
・
九
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
五
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
三
・
九
四
メ
ー
ト
ル

２

県

道

今
別
蟹
田
線

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
九
の
一
か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
一
一
の
一
ま
で

前

五
・
三
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
七
・
五
二
メ
ー
ト
ル

後

五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
三
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
七
・
五
二
メ
ー
ト
ル

３

県

道

弘
前
環
状
線

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
二
の
八
か
ら

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
四
丁
目
一
の
一
ま
で

前

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
五
・
四
〇
メ
ー
ト
ル



青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
久
栗
坂
造
道

線

青
森
市
東
造
道
三
丁
目
二
一
の
一
か
ら

青
森
市
東
造
道
三
丁
目
二
一
の
一
ま
で

令
和
四･
六･
一

県
道
今
別
蟹
田
線

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
九
の
一
か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
中
沢
一
一
の
一
ま
で

〃

県
道
弘
前
環
状
線

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
二
の
八
か
ら

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
四
丁
目
一
の
一
ま
で

〃

県
道
石
川
百
田
線

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
一
の
二
三
か
ら

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
四
の
四
ま
で

〃

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
つ
が
る
柏

つ
が
る
市
柏
稲
盛
幾
世
四
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

岩
村
康
次

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

荷
さ
ば
き

施
設
に
お

い
て
荷
さ

ば
き
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
時

間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｅ

変
更
な
し

荷
さ
ば
き
施
設
Ｄ
の
み

二
十
四
時
間

令
和四･
五･
一

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
つ
が
る
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
一
日
ま
で
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４

県

道

石
川
百
田
線

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
一
の
二
三
か
ら

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
四
の
四
ま
で

前

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル



３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
つ
が
る
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
四
年
十
月
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

山
田
宏
青
森
県
後

援
会

福
士

賢
治

小
林

克
徳

青
森
市
青
柳
一
丁
目

三
の
一
一

令
和四･
四･
五

田
端
み
ゆ
き
後
援

会

三
上

明
子

淡
路

正
彦

八
戸
市
是
川
五
丁
目

一
二
の
二

四･
四･一四

斉
藤
な
お
ひ
と
後

援
会

名
越

勉

今

浩
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
掛
落
林
字
前
田
五

六
の
一

四･
四･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県

ト
ラ
ッ
ク
支
部

（
森
山

慶
一
）

会
計
責
任
者

神

信
也

工
藤

登
志
彦

令
和四･
三･
一

自
由
民
主
党
青
森
県

郵
政
政
治
連
盟
支
部

（
岡
部

浩
幸
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
千
年

三
丁
目
六
の
五
二

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
根
岸
湯

の
沢
一
五
八
の
四

四･
四･
一

代

表

者

岡
部

浩
幸

米
田

敦

会
計
責
任
者

田
澤

博
明

野
月

光
士
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自
由
民
主
党
今
別
町

支
部
（
太
田

英
一
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
山
崎
字
山
崎

六
八
の
一

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
村
元
字
一
村

元
八
の
四

四･
四･
一

代

表

者

太
田

英
一

小
鹿

勉

会
計
責
任
者

太
田

幸
則

宮
本

末
三

自
由
民
主
党
南
郷
支

部（
壬
生

八
十
博
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
南
郷
大
字

市
野
沢
字
市
野
沢

一
六

八
戸
市
南
郷
大
字

泥
障
作
字
泥
障
作

一
九
の
一

四･
四･
八

代

表

者

壬
生

八
十
博

壬
生

金
平

会
計
責
任
者

村
上

美
子

村
上

仁

自
由
民
主
党
鶴
田
町

支
部
（
長
内

齋
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
野
木
字
西
松

虫
九
八
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
強
巻
字
押
上

一
二

四･
四･一一

代

表

者

長
内

齋

太
田

良
一

会
計
責
任
者

太
田

明

太
田

豪

自
由
民
主
党
板
柳
町

支
部
（
佐
藤

洋
治
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
柏
木
字
片
田

野
一
三
五

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
五
林
平
字
三

宅
二
四
の
一

四･
四･一五

代

表

者

佐
藤

洋
治

齊
藤

直
飛
人

会
計
責
任
者

鈴
木

清
孝

葛
西

清
人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

青
森
県
ト
ラ
ッ
ク
政

策
研
究
会

（
森
山

慶
一
）

代

表

者

森
山

慶
一

木
村

英
敬

令
和三･
六･一八

会
計
責
任
者

葛
西

直
樹

三
浦

政
光

四･
三･
一

青
森
県
社
会
保
険
労

務
士
政
治
連
盟

（
榊

秀
雄
）

会
計
責
任
者

鈴
木

俊
逸

長
内

真
一

四･
四･
一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

新
谷
い
さ
お
後
援
会

石
澤

隆

令
和
三･一二･三一
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


